
は

じ

め

に

八
幡
神
は
古
く
か
ら
、
日
本
古
代
史
研
究
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
広
く
研
究
さ
れ
て
き
た
。
現
在
、
一
般
的

に
八
幡
神
と
い
え
ば
、
応
神
天
皇
、
比
売
神
、
神
功
皇
后
の
八
幡

三
神
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
来
的
に
こ
の
三
神
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
八
幡
神
の
原
形
は
宇
佐
地
域
の
山
岳
信
仰
や
渡
来
人
の

信
仰
な
ど
に
よ
る
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
応
神
天

皇
の
霊
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
時
期
や

経
緯
、
歴
史
的
意
義
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
従
来
か
ら

も
八
幡
神
研
究
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
八
幡
神
に
対

す
る
信
仰
は
古
代
以
来
、
日
本
の
神
祇
信
仰
の
大
き
な
潮
流
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
現
在
に
も
続
い
て
お
り
、
そ
の
研
究
は
古
代
史
の

み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
た
だ
、
応
神
天
皇
の
霊
に
ま
つ

わ
る
諸
問
題
は
古
代
史
の
問
題
で
あ
る
。

次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
現
在
、
応
神
天
皇
の
霊
に
比
定
さ
れ
た

時
期
に
関
し
て
も
、
い
く
つ
か
の
見
解
が
存
在
し
、
確
か
な
通
説

は
存
在
し
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
点
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
八
幡
神
の
性
格
や
歴

史
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

一

研
究
史
の
整
理
と
課
題
の
設
定

八
幡
神
の
実
体
が
応
神
天
皇
の
霊
で
あ
る
と
さ
れ
た
時
期
に
つ

い
て
、
現
在
、
大
き
く
五
つ
の
見
解
が
あ
り
、
い
ま
だ
共
通
認
識

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
。
言
及
す
る
史
料
に
つ
い
て
、
後
に
述
べ
る
の
で
、
説

奈
良
・
平
安
時
代
初
期
の
八
幡
神

鷺

森

浩

幸
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明
な
ど
を
省
略
す
る
。

ま
ず
、
六
世
紀
説
で
あ
る
。
中
野
幡
能
は
お
も
に
承
和
一
一

（
八
四
四
）
年
六
月
一
七
日
『
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
』

『
宇
佐
八
幡
宮
御
託
宣
集
』（
い
ず
れ
も
『
神
道
大
系

神
社
編
７

石
清
水
』）
を
素
材
に
も
と
も
と
の
八
幡
神
を
「
原
始
八
幡
」
と

称
し
、
そ
こ
か
ら
「
応
神
八
幡
」
に
展
開
し
た
と
考
え
た
。
欽
明

天
皇
期
に
大
和
出
身
の
大
神
氏
が
宇
佐
に
入
り
、
八
幡
神
の
祭
祀

を
行
っ
て
い
た
宇
佐
氏
（
国
造
）
は
隠
退
し
、
崇
峻
五
（
五
九

二
）
年
に
新
た
に
鷹
居
社
が
建
立
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
そ
れ
ま
で

と
違
う
祭
神
（
応
神
天
皇
）
に
対
す
る
信
仰
が
想
定
さ
れ
る
と
し

た
。
さ
ら
に
、
そ
の
背
景
に
当
時
の
仏
教
国
教
化
の
潮
流
や
い
わ

（
�
）

（
�
）

ゆ
る
任
那
復
興
問
題
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
逵
日
出
典
も
基
本
的

に
同
様
で
あ
る
。
逵
は
六
世
紀
中
頃
、
磐
井
の
乱
に
加
担
し
た
宇

佐
国
造
は
没
落
し
、
末
頃
に
大
神
氏
が
大
和
の
三
輪
に
静
ま
っ
て

い
た
応
神
天
皇
の
霊
を
宇
佐
に
も
た
ら
し
、
八
幡
神
が
成
立
し
た

と
し
た
。
こ
の
伝
承
は
『
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
』
の
冒

頭
に
み
え
る
。

（
�
）

次
に
泉
谷
康
夫
の
七
世
紀
末
説
で
あ
る
。
泉
谷
は
、
古
く
か
ら

宇
佐
で
辛
島
氏
が
母
子
神
信
仰
を
保
持
し
た
が
、
大
神
氏
に
よ
っ

て
、
応
神
天
皇
の
霊
が
子
、
そ
の
母
の
息
長
帯
姫
（
神
功
皇
后
）

が
比
売
神
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
期
は
大
神
高
市
麻
呂
が
政
治
力

を
も
っ
た
持
統
天
皇
期
後
半
か
ら
文
武
天
皇
期
と
推
定
し
、
天
皇

家
の
祖
霊
と
し
て
の
八
幡
神
は
文
武
期
に
中
央
に
知
ら
れ
て
い
た

と
し
た
。
こ
の
見
解
は
天
武
天
皇
の
段
階
か
ら
日
神
信
仰
が
高
ま

る
と
す
る
泉
谷
の
見
通
し
の
一
端
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
後
の
八
世
紀
中
葉
を
想
定
し
た
の
が
横
田
健
一
や
二

（
�
）

宮
正
彦
の
研
究
で
あ
る
。
横
田
は
奈
良
・
平
安
初
期
に
八
幡
神
・

香
椎
宮
を
応
神
天
皇
・
神
功
皇
后
と
明
示
し
た
も
の
は
な
い
が
、

香
椎
宮
は
神
功
を
祀
っ
た
も
の
で
、
建
立
年
代
は
対
外
関
係
に
お

い
て
危
機
的
で
あ
っ
た
天
智
天
皇
の
段
階
が
想
定
で
き
、
天
平
九

年
に
奉
幣
さ
れ
た
香
椎
宮
と
は
神
功
皇
后
の
こ
と
で
、
天
平
勝
宝

元
（
七
四
九
）
年
に
八
幡
神
に
皇
族
の
位
で
あ
る
品
位
が
与
え
ら

れ
、
皇
族
な
い
し
皇
室
の
祖
と
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
、
た

だ
ち
に
応
神
・
神
功
に
比
定
さ
れ
た
と
い
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ

（
�
）

に
落
ち
着
く
べ
き
基
礎
は
で
き
て
い
た
と
推
定
し
た
。
二
宮
は
横

田
の
見
解
を
継
承
し
、
天
平
期
に
八
幡
神
は
応
神
天
皇
の
霊
で
あ

（
�
）

っ
た
と
し
た
。

（
�
）

そ
の
や
や
後
を
想
定
し
た
が
佐
志
伝
で
あ
る
。
佐
志
は
北
九
州
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に
神
功
皇
后
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
、
八
幡
神
は
胎
内
に
あ
っ
て

神
功
と
行
動
を
共
に
し
九
州
に
生
ま
れ
た
応
神
に
系
譜
を
も
と

め
、
そ
の
こ
と
は
道
鏡
事
件
ま
で
遡
行
で
き
る
が
、
藤
原
広
嗣
の

乱
や
天
平
勝
宝
元
年
の
入
京
の
段
階
で
八
幡
神
を
応
神
天
皇
と
す

る
要
素
は
欠
け
て
お
り
、
孝
謙
・
淳
仁
天
皇
の
頃
に
八
幡
神
は
応

神
天
皇
と
な
っ
た
と
推
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
比
較
的
早
い
時
期
に
提
起
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

研
究
の
深
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
が
、
近
年
、
応
神
天
皇
の
霊
へ

の
比
定
を
平
安
時
代
初
期
に
求
め
る
見
解
が
登
場
し
た
。
飯
沼
賢

（
�
）

司
の
研
究
で
あ
る
。
飯
沼
は
弘
仁
一
二
年
八
月
一
五
日
太
政
官
符

（
以
下
、
弘
仁
一
二
年
太
政
官
符

全
文
は
後
掲
）
所
引
の
弘
仁

六
年
一
二
月
一
〇
日
大
宰
府
解
に
八
幡
神
が
「
太
上
天
皇
」
の
霊

で
あ
る
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
聖
武
太
上
天
皇
の
霊
の
こ

と
と
解
釈
し
、
こ
の
時
期
ま
で
、
八
幡
神
は
聖
武
天
皇
の
霊
で
あ

っ
た
と
推
定
し
、
そ
の
後
、
新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
な
か

で
、
神
功
の
霊
を
祭
祀
す
る
こ
と
で
八
幡
神
の
護
国
神
と
し
て
の

地
位
は
確
固
た
る
も
の
に
な
り
、
八
幡＝

応
神
天
皇
説
が
一
般
化

し
、
承
和
一
一
年
の
『
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
』
ま
で
に

応
神
天
皇
へ
と
太
政
官
符
の
書
き
換
え
が
行
わ
れ
た
と
し
た
。
こ

れ
は
九
世
紀
初
頭
の
対
新
羅
関
係
の
変
化
か
ら
神
功
皇
后
に
対
す

る
信
仰
の
隆
盛
、
お
よ
び
八
幡
神
を
応
神
天
皇
の
霊
と
す
る
比
定

の
成
立
を
説
明
し
た
見
解
で
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
の
見
解
を
起
点
と
し
て
、
宝
亀
四
（
七
七
三
）
年

の
山
部
親
王
の
立
太
子
に
あ
わ
せ
て
、
宇
佐
八
幡
宮
の
神
職
の
粛

正
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
当
該
期
の
新
羅
と
の
関
係
悪
化
に
よ
っ

て
、
応
神
天
皇
が
八
幡
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
と
す
る
、
長
谷
部
将

（
�
）
司
の
見
解
や
八
幡
神
が
聖
武
天
皇
の
霊
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
論

（

）

じ
た
村
田
真
一
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。

以
上
の
研
究
状
況
か
ら
み
て
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
が
奈

良
時
代
の
実
態
の
解
明
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
応

神
天
皇
の
霊
へ
の
比
定
を
こ
の
時
期
に
求
め
る
見
解
の
是
非
を
問

う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
六
世
紀
に
さ
か
の
ぼ

る
の
か
、
そ
れ
以
後
、
九
世
紀
ま
で
く
だ
る
の
か
を
判
断
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、『
続
日
本
紀
』
に
八
幡
神
に
関

わ
る
い
く
つ
か
の
記
載
が
あ
り
、
正
倉
院
文
書
に
も
、
少
数
な
が

ら
関
連
史
料
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
し
、

こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
続
日

本
紀
』
な
ど
に
基
づ
い
て
八
幡
大
神
の
神
格
（
応
神
天
皇
の
霊
の
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問
題
）
を
問
う
視
角
は
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
続

日
本
紀
』
の
記
述
は
主
に
神
仏
習
合
論
、
宇
佐
・
大
神
・
辛
島
氏

を
中
心
と
す
る
宇
佐
八
幡
宮
の
奉
斎
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て

き
た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
あ
り
ふ
れ
た
史
料
の
記
載
を
も
と
に
、

改
め
て
八
幡
神
の
神
格
の
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
前
述
の
八
幡
神
を
聖
武
天
皇
の

霊
に
比
定
す
る
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
て
お
き
た
い
。
弘
仁
一
二
年

太
政
官
符
は
『
東
大
寺
要
録
』
四
諸
院
章
に
収
録
さ
れ
、
冒
頭
に

弘
仁
六
年
一
二
月
一
〇
日
大
宰
府
解
を
引
用
し
、
大
宰
府
は
さ
ら

に
神
主
大
神
清
麿
等
解
を
引
用
す
る
。
そ
の
冒
頭
に
、
筒
井
英
俊

校
訂
『
東
大
寺
要
録
』（
国
書
刊
行
会

一
九
七
一
年
）
に
よ
る

と
、「
件
大
菩
薩
是
亦
太
上
天
皇
御
霊
也
」
と
あ
る
。
飯
沼
の
問

（

）

題
提
起
以
前
、
早
く
に
平
野
博
之
が
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
書

写
の
際
の
誤
り
と
み
る
が
の
穏
当
で
あ
る
。
弘
仁
一
二
年
九
月
二

（

）

七
日
大
宰
府
符
所
引
の
太
政
官
符
で
は
こ
の
部
分
は
「
件
大
菩
薩

品
太
天
皇
御
霊
也
」
で
あ
る
。
ま
た
、『
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建

立
縁
起
』
に
も
大
神
清
麿
等
解
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も

「
件
大
御
神
（
菩
薩
と
訂
正
）
者
是
品
太
天
皇
御
霊
也
」
で
あ
る
。

平
野
は
『
東
大
寺
要
録
』
の
記
載
に
関
し
て
、「
品
」
が
誤
写
と

判
断
さ
れ
て
「
亦
」
と
さ
れ
、「
太
天
皇
」
で
は
意
味
が
通
じ
な

い
の
で
、
上
を
加
え
て
「
太
上
天
皇
」
と
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。

こ
こ
か
ら
平
野
は
本
来
の
こ
の
文
言
は
「
品
太
天
皇
」
で
あ
っ
た

と
結
論
づ
け
た
。
論
文
を
読
む
限
り
で
、
こ
の
結
論
が
『
東
大
寺

要
録
』
の
原
本
を
調
査
し
た
う
え
で
の
行
論
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
が
、
原
本
（
東
大
寺
史
研
究
所
編
『
東
大
寺
要
録
二
』
法
蔵
館

二
〇
一
八
年
）
を
み
る
と
、
平
野
の
結
論
が
正
し
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
亦
」
の
文
字
は
「
品
」
と
も
読
め

る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
、
さ
ら
に
重
要
な
点
は
「
太
」「
天
」

の
間
に
○
記
号
を
書
き
、「
上
」
を
行
横
に
付
記
す
る
こ
と
で
あ

る
（
文
字
は
「
上
イ
」
か

図
Ⅰ
参
照
）。
つ
ま
り
、
現
行
の
刊

行
本
は
校
定
の
際
、
こ
の
行
横
の
「
上
」
の
書
き
込
み
を
採
用
し

て
「
太
上
天
皇
」
と
読
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
本
段
階
に
お

け
る
何
ら
か
の
考
証
の
結
果
な
の
で
あ
る
。「
亦
」
を
「
品
」
と

図Ⅰ 弘 仁 12年
太政官符
（トレース）
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釈
読
し
、「
上
」
の
書
き
込
み
を
採
用
せ
ず
、「
品
太
天
皇
」
と
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
の
ほ
う
が
よ
り
本
来
的

な
記
述
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
八
幡
神
を
「
太
上

天
皇
」
の
霊
で
あ
る
と
す
る
考
証
に
史
料
的
な
根
拠
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。

二

八
世
紀
後
半
の
八
幡
神

天
平
九
（
七
三
七
）
年
初
め
、
遣
新
羅
使
が
帰
国
し
た
。
こ
の

使
節
は
す
で
に
伝
染
病
に
罹
患
し
て
お
り
、
以
後
、
大
規
模
な
感

染
爆
発
が
起
き
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
が
、
新
羅
が
国
書
を
受
け

取
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
諸
司

に
意
見
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、
発
兵
し
て
征
伐
を
加
え
る
べ
き
と
の

意
見
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
天
平
九
（
七
三
七
）

年
四
月
一
日
条
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

遣
二

使
於
伊
勢
神
宮
、
大
神
社
、
筑
紫
住
吉
・
八
幡
二
社
及

香
椎
宮
一

奉
レ

幣
以
告
二

新
羅
无
レ

礼
之
状
一

。

伊
勢
神
宮
・
大
神
社
は
伊
勢
と
大
和
の
神
社
で
あ
り
、
筑
紫
住

吉
と
八
幡
が
西
海
道
の
神
社
で
「
二
社
」
に
相
当
す
る
。
筑
紫
住

吉
は
現
福
岡
県
福
岡
市
に
存
在
す
る
住
吉
神
社
で
『
延
喜
式
』
神

名
下
に
あ
る
筑
前
国
那
珂
郡
の
「
住
吉
神
社
三
座
」
の
こ
と
で
あ

る
。
香
椎
宮
は
こ
の
時
、
神
功
皇
后
を
祀
る
と
考
え
て
問
題
は
な

い
。
す
で
に
こ
の
点
に
つ
い
て
横
田
健
一
の
指
摘
が
あ
る
。

こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
八
幡
社
と
香
椎
宮
が

別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
長
谷

部
将
司
（
注
９
論
文
）
は
こ
の
記
事
で
八
幡
は
香
椎
宮
で
な
く
筑

紫
住
吉
社
と
同
格
で
あ
る
と
解
釈
し
、
八
幡
神
は
応
神
天
皇
と
は

い
え
な
い
と
し
た
。
こ
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
香
椎
宮
は

（
神
）
社
で
な
い
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
の
意
味
で
理
解
す
る
と
、

香
椎
宮
は
神
功
皇
后
の
宮
で
あ
り
、
歴
史
的
な
遺
跡
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
通
常
は
香
椎
廟
と
呼
ば

（

）

れ
た
よ
う
な
の
で
、
祖
先
の
霊
を
祀
る
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
八
幡
神
が
鎮
座
す
る
の
は
社
で
あ
っ
て
、
大
神
・
筑
紫
住
吉
と

同
質
の
存
在
で
あ
っ
た
。

（

）

直
木
孝
次
郎
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
続
日
本
紀
』
は
伊
勢
神

宮
の
み
に
「
神
宮
」
の
称
を
付
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
八
幡
神

の
場
合
も
神
宮
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
神
宮
の
称
で
あ
っ

て
も
、
や
は
り
「
神
」
の
宮
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
、
香
椎
宮
と

は
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
み
て
よ
い
。
こ
の
時
、
八
幡
神
は
伊
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勢
・
大
神
・
住
吉
の
よ
う
な
神
と
同
質
で
、
香
椎
宮
の
神
功
皇
后

と
は
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

八
幡
神
は
神
功
皇
后
の
子
応
神
天
皇
の
霊
で
な
か
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
神
名
下
に
豊
前
国
宇
佐
郡
三
座
と
し

て
「
八
幡
大
菩
薩
宇
佐
宮
」「
比
売
神
社
」「
大
帯
姫
廟
神
社
」
が

み
え
る
。
応
神
天
皇
の
霊
が
鎮
座
し
た
施
設
の
名
は
こ
の
「
宇
佐

宮
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。
大
帯
姫
、
す
な
わ
ち
、
神
功
皇
后
が
「
神

社
」
に
鎮
座
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
が
。『
古
事
記
』『
日
本
書

紀
』
の
神
話
に
登
場
す
る
よ
う
な
神
と
、
説
話
的
な
要
素
が
強
く

と
も
歴
代
の
天
皇
や
皇
后
は
異
質
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

八
幡
社
と
香
椎
宮
の
差
異
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
応
神
天
皇
・
神
功

皇
后
の
母
子
に
あ
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
直
木
は
八

幡
社
と
香
椎
廟
が
「
神
宮
」「
宮
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
伊

勢
神
宮
と
あ
わ
せ
、
神
宮
ま
た
は
宮
と
呼
ば
れ
る
神
は
皇
祖
ま
た

は
そ
の
一
族
に
外
な
ら
な
い
と
し
た
が
、
香
椎
の
場
合
、
香
椎
宮

と
神
の
文
字
が
つ
か
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
宮

と
宮
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

新
羅
の
無
礼
に
関
し
て
香
椎
宮
に
奉
幣
さ
れ
た
理
由
は
神
功
皇

后
が
新
羅
征
討
説
話
の
主
人
公
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
八
幡

神
に
奉
幣
さ
れ
た
の
は
そ
れ
が
豊
前
国
の
有
力
な
神
で
あ
っ
た
こ

と
に
つ
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
八
幡
神
と
香
椎
宮
の
神
功
皇
后

は
別
の
世
界
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
、
か
な
り
の
期
間
、
両
者
が

交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
期
間
、
八
幡
神
は
応
神

天
皇
の
霊
で
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
。
次
に
そ
の
点
を
確

認
し
て
み
る
。

ま
ず
、『
続
日
本
紀
』
の
天
平
期
後
半
の
よ
く
知
ら
れ
た
三
つ

の
記
事
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

（
１
）
天
平
一
二
年
一
〇
月
九
日
条

詔
二

大
将
軍
東
人
一

令
レ

祈
二

請
八
幡
神
一

焉
。

（
２
）
天
平
一
三
年
閏
三
月
二
四
日
条

奉
二

八
幡
神
宮
秘
錦
冠
一
頭

金
字
最
勝
王
経
・
法
華
経
各

一
部

度
者
十
人

封
戸

馬
五
疋
一

。
又
令
レ

造
二

三
重
塔

一
区
一

。
賽
二

宿
祷
一

也
。

（
３
）
天
平
一
七
年
九
月
二
〇
日
条

令
三

播
磨
守
正
五
位
上
阿
倍
朝
臣
虫
麻
呂
奉
二

幣
帛
於
八
幡
神

社
一

。
令
下

京
師
及
諸
国
写
二

大
般
若
経
合
一
百
部
一

又
造
二

薬
師
仏
像
七
躯
高
六
尺
三
寸
一

并
写
中

経
七
巻
上

。

（
２
）
に
八
幡
神
宮
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
八
幡
神
の
鎮
座
地
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が
神
宮
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
正
倉
院
文
書
の
一
切
経
納

（

）

櫃
帳
（『
大
日
古
』
七
・
四
九
四
）
は
天
平
一
三
年
三
月
に
五
月

（

）

一
日
経
を
櫃
に
納
め
た
際
の
記
録
で
あ
る
が
、
経
の
奉
請
な
ど
に

関
わ
る
追
記
も
あ
り
、
そ
こ
に
「
八
幡
神
宮
」
に
奉
請
す
る
最
勝

王
経
・
法
華
経
各
一
部
に
紫
檀
軸
一
八
枚
を
着
け
た
こ
と
（
天
平

一
三
年
閏
三
月
二
四
日
）
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
記
載
は
『
続
日
本

紀
』
の
記
事
と
日
付
ま
で
合
致
す
る
。
こ
の
頃
か
ら
八
幡
神
は
急

速
に
仏
教
と
習
合
し
て
い
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、（
１
）
は
藤

原
広
嗣
の
乱
に
関
わ
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
時
、
大
将
軍
大
野
東

人
が
八
幡
神
に
祈
請
し
た
の
は
ひ
と
ま
ず
八
幡
神
が
豊
前
国
の
有

力
な
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
聖
武

天
皇
の
仏
教
へ
の
傾
斜
が
著
し
く
進
行
し
、
仏
教
的
な
政
策
が
多

く
打
ち
出
さ
れ
た
。
八
幡
神
が
仏
教
と
習
合
し
て
い
っ
た
の
は
こ

の
よ
う
な
仏
教
を
め
ぐ
る
潮
流
の
一
端
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
当
時
、
西
海
道
か
ら
始
ま
っ
た
伝
染
病
の
大
流
行
や
藤

原
広
嗣
の
乱
な
ど
西
海
道
地
域
が
強
く
意
識
さ
れ
た
感
が
強
い
。

八
幡
神
は
西
海
道
地
域
の
有
力
な
神
と
し
て
注
目
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
八
幡
神
は
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
王
権
・
貴
族

に
と
っ
て
古
い
伝
統
を
も
っ
た
存
在
で
な
く
、
新
し
い
神
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
は
薬
師
像
の
製
作
に
象
徴
的
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の

聖
武
天
皇
の
不
予
を
背
景
と
す
る
。
こ
の
年
の
八
月
、
聖
武
天
皇

は
難
波
に
行
幸
し
、
九
月
に
発
病
し
た
。
孫
王
を
難
波
宮
に
召

し
、
平
城
宮
の
鈴
印
を
と
り
よ
せ
る
な
ど
緊
迫
し
た
状
況
が
う
か

が
え
る
が
、
各
地
で
薬
師
悔
過
が
行
わ
れ
、
賀
茂
・
松
尾
神
に
奉

幣
さ
れ
、
八
幡
神
に
も
奉
幣
さ
れ
た
。
同
時
に
、
こ
の
時
期
は
王

権
と
仏
教
の
結
合
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。

盧
舎
那
大
仏
造
立
は
天
平
一
五
年
五
月
に
紫
香
楽
宮
に
お
い
て
詔

が
出
さ
れ
、
そ
の
地
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
天
平
一

七
年
五
月
、
平
城
京
が
再
び
都
と
な
り
、『
東
大
寺
要
録
』
に
よ

る
と
、
大
仏
造
立
の
事
業
も
、
八
月
に
大
和
国
金
光
明
寺
の
地
で

再
開
さ
れ
た
。

正
倉
院
文
書
中
の
種
々
収
納
銭
注
文
は
天
平
一
七
年
八
月
二
五

日
か
ら
天
平
勝
宝
元
年
一
〇
月
二
四
日
頃
ま
で
の
大
仏
の
た
め
の

（

）

知
識
銭
・
献
納
銭
・
献
上
物
の
記
録
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
八
幡
太

神
奉
納
米
運
功
銭
残
」（
時
期
は
天
平
一
七
年
七
、
八
月
頃
『
大

（

）

日
古
』
二
四
・
三
一
六
）
の
記
載
が
あ
る
。
直
木
孝
次
郎
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
八
幡
神
が
奉
納
し
た
米
の
運
送
の
た
め
の
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功
銭
の
残
額
を
収
納
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
注
記
の
記
載
か
ら
米

五
俵
を
売
却
し
て
功
銭
と
し
て
用
い
、
残
額
が
三
七
〇
文
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
全
体
の
米
の
分
量
な
ど
は
判
明
し
な
い
。
大

仏
造
立
の
再
開
の
直
後
か
ら
八
幡
神
が
物
資
を
供
給
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
れ
を
支
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
天
平
一
七
年
九

月
一
〇
日
に
聖
武
天
皇
の
勅
に
よ
る
大
般
若
経
一
部
の
書
写
が
金

光
明
寺
写
経
所
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
経
は
「
難
波
之
御

時
御
願
大
般
若
経
」
と
称
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
事
業
は
聖
武

（

）

天
皇
の
病
気
の
た
め
に
中
断
さ
れ
、
年
末
頃
に
再
開
さ
れ
た
。
八

幡
神
に
よ
る
大
仏
造
立
の
援
助
と
聖
武
天
皇
の
不
予
の
た
め
の
奉

幣
は
一
体
で
あ
る
。
大
仏
造
立
を
援
助
し
た
八
幡
神
は
同
時
に
そ

れ
を
発
願
し
た
聖
武
天
皇
を
守
護
し
た
は
ず
で
あ
る
。
天
皇
家
と

八
幡
神
の
関
係
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
当
該
期
は
八
幡
神
の
歴
史
上
の
大
き
な
転
換
点
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
八
幡
神
の
大
仏
へ
の
援
助
の
起
点
は
遅
く
と

も
こ
の
頃
、
す
な
わ
ち
、
天
平
一
七
年
の
大
仏
造
立
の
再
開
頃
に

求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

天
平
勝
宝
元
年
一
一
月
、
宇
佐
の
八
幡
大
神
が
託
宣
し
て
京
に

向
か
う
意
志
を
示
し
た
。
同
年
一
二
月
二
七
日
詔
（『
続
日
本
紀
』

同
日
条
）
に
「
神
我
天
神
地
祇
を
率
い
い
ざ
な
ひ
て
必
ず
成
し
奉

ら
む
。
事
立
つ
に
有
ら
ず
、
銅
の
湯
を
水
と
成
し
、
我
が
身
を
草

木
土
に
交
へ
て
障
る
事
無
く
な
さ
む
と
勅
り
賜
ひ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
八
幡
神
は
大
仏
造
立
を
援
助
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
大

仏
鋳
造
の
完
了
を
う
け
て
入
京
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
一
八
日

に
八
幡
神
は
実
際
に
入
京
し
「
宮
南
梨
原
宮
」
に
新
た
な
殿
舎
を

造
り
「
神
宮
」
と
し
た
（『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）。
二
七
日
に
祢

宜
尼
大
神
杜
女
ら
が
東
大
寺
を
礼
拝
し
、
孝
謙
天
皇
・
聖
武
太
上

天
皇
・
光
明
皇
太
后
も
ま
た
東
大
寺
に
行
幸
し
た
。
八
幡
大
神
に

一
品
、
比
売
神
に
二
品
の
位
階
が
与
え
ら
れ
、
杜
女
お
よ
び
主
神

大
神
田
麻
呂
も
位
を
受
け
た
。
翌
年
二
月
に
八
幡
大
神
に
封
・
位

田
が
与
え
ら
れ
、
大
神
は
封
八
〇
〇
戸
・
位
田
八
〇
町
、
比
売
神

は
封
六
〇
〇
戸
・
位
田
六
〇
町
と
な
っ
た
（『
続
日
本
紀
』
同
年

月
二
九
日
条
）。
天
平
勝
宝
二
年
一
二
月
二
四
日
納
櫃
注
文
（『
大

日
古
』
一
一
・
四
四
九
）
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
、
一
切
経
一
部
と

阿
含
経
一
九
七
巻
が
「
豊
前
国
大
神
宮
寺
」
に
奉
請
さ
れ
た
。
豊

前
国
の
大
神
宮
寺
と
は
宇
佐
八
幡
の
神
宮
寺
で
あ
る
弥
勒
寺
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
一
切
経
の
奉
請
も
入
京
か
ら
続
く
一
連
の
動
き

の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
幡
神
は
「
大
神
宮
」
に
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（

）

鎮
座
し
た
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
大
神
・
比
売
神
に
与
え
ら
れ
た
品
位

で
あ
る
。
横
田
健
一
は
こ
の
事
実
を
根
拠
に
、
八
幡
神
は
天
皇
家

の
祖
と
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
応
神
天
皇
の
霊
に
比
定
さ
れ
た
と
主

張
し
た
。
一
方
、
長
谷
部
将
司
（
注
９
論
文
）
は
こ
の
時
、
八
幡

神
・
比
売
神
は
親
王
に
準
じ
た
特
別
待
遇
を
受
け
た
が
、
あ
く
ま

で
み
ず
か
ら
の
下
で
、
祖
先
神
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
品
位
は

親
王
・
内
親
王
の
た
め
の
位
で
あ
り
、
長
谷
部
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
祖
先
の
位
置
付
け
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。
聖
武
太
上
天

皇
や
孝
謙
天
皇
に
と
っ
て
、
は
る
か
以
前
の
、
か
つ
、
重
要
な
祖

先
で
あ
る
応
神
天
皇
を
み
ず
か
ら
の
兄
弟
や
子
と
同
じ
地
位
に
置

く
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
八
幡
神
は
「
天
神
地
祇
」
を
率
い

る
と
語
っ
た
の
で
あ
る
が
、
代
々
の
天
皇
は
天
孫
、
つ
ま
り
天
神

の
子
孫
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
天
神
を
率
い
る
と
表
明
す
る
の

も
不
自
然
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
叙
位
は
逆
に
八
幡
神
が
応

神
天
皇
の
霊
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。以

上
、
こ
こ
で
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
点
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。
ま
ず
、
こ
の
時
期
、
八
幡
神
は
藤
原
広
嗣
の
乱
や
大
仏
造
立

を
契
機
に
急
速
に
仏
教
や
王
権
と
結
合
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は

天
平
九
（
七
三
七
）
年
の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、
別
の
潮
流
に
乗

っ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
こ
に
香
椎
廟
の
存
在
は
み
え
な
い
こ
と
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
八
幡
は
「
大
神
」「
神
」
で
あ
り
、
そ
の
鎮
座

す
る
所
は
「
神
社
」「
神
宮
」（「
大
神
宮
」）
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
以
前
と
比
較
し
て
八
幡
神
の
性
格
の
変

化
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
（
七
五
四
）
年
一
一
月
二

四
日
条
に
よ
る
と
、
薬
師
寺
僧
行
信
・
八
幡
神
宮
主
神
大
神
多

（
田
）
麻
呂
ら
厭
魅
事
件
を
お
こ
し
、
処
罰
さ
れ
た
。
天
平
神
護

二
（
七
六
六
）
年
一
〇
月
二
日
条
に
よ
る
と
、
田
麻
呂
は
祢
宜
大

神
毛
理
売
と
と
も
に
日
向
に
追
放
さ
れ
た
。
天
平
勝
宝
七
年
三
月

に
八
幡
大
神
は
託
宣
し
て
封
一
四
〇
〇
戸
・
田
一
四
〇
町
の
奉
返

を
申
し
出
て
、
そ
の
通
り
実
行
さ
れ
た
（
同
年
月
二
八
日
条
）。

天
平
宝
字
三
年
頃
か
ら
新
羅
征
討
が
計
画
さ
れ
た
。『
続
日
本

紀
』
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
九
月
一
九
日
条
に
よ
る
と
、
船

五
〇
〇
艘
の
造
営
が
北
陸
道
・
山
陰
道
・
山
陽
道
・
南
海
道
に
割

り
振
ら
れ
、
三
年
以
内
に
遂
行
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
お
お
む

ね
こ
の
頃
の
出
兵
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
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天
平
九
年
頃
か
ら
の
関
係
悪
化
が
武
力
の
行
使
ま
で
進
展
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
香
椎
廟
に
関
す
る

で
き
ご
と
が
あ
っ
た
（
い
ず
れ
も
『
続
日
本
紀
』）。

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
年
八
月
六
日
条

遣
二

大
宰
帥
三
品
船
親
王
於
香
椎
廟
一

。
奏
下

応
レ

伐
二

新
羅
一

之

状
上

。

天
平
宝
字
六
年
一
一
月
一
六
日
条

遣
二

参
議
従
三
位
武
部
卿
藤
原
朝
臣
巨
勢
麻
呂
・
散
位
外
従

五
位
下
土
師
宿
祢
犬
養
一

奉
二

幣
于
香
椎
廟
一

。
以
下

為
レ

征
二

新
羅
一

調
中

習
軍
旅
上

也
。

い
ず
れ
も
新
羅
征
討
の
た
め
に
香
椎
廟
に
報
告
あ
る
い
は
奉
幣
し

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
香
椎
廟
、
す
な
わ
ち
、
神
功
皇
后
の
霊
が

新
羅
と
の
関
係
で
祈
願
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る

が
、
一
連
の
動
き
の
な
か
に
八
幡
神
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
ひ
と
つ
考
慮
す
べ
き
点
は
前
述
の
厭
魅
事
件

の
後
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

天
平
宝
字
八
年
の
恵
美
押
勝
（
藤
原
仲
麻
呂
）
の
乱
の
勃
発
時

に
八
幡
大
神
に
封
戸
二
五
戸
が
与
え
ら
れ
、
天
平
神
護
二
年
に
な

っ
て
、
さ
ら
に
比
売
神
に
封
六
〇
〇
戸
が
与
え
ら
れ
、
処
罰
さ
れ

た
大
神
田
麻
呂
が
本
位
外
従
五
位
下
に
復
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
恵
美
押
勝
の
乱
後
に
八
幡
神
が
復
権
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
新
羅
征
討
計
画
が
進
行
し
た
時
期
は
祢
宜
や
神
宮
司
が
処
罰

さ
れ
、
八
幡
神
の
地
位
が
低
下
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

新
羅
関
係
で
重
視
さ
れ
た
の
は
や
は
り
香
椎
廟
の
神
功
皇
后
の
霊

で
あ
り
、
八
幡
神
は
そ
れ
と
直
接
的
な
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
と

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
伝
染
病
の
大
流
行
後
の
、
仏

教
政
策
の
進
展
の
な
か
で
仏
教
と
強
く
結
合
し
て
い
っ
た
の
は
八

幡
神
で
あ
り
、
こ
こ
に
神
功
皇
后
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
。
八
幡

神
と
神
功
皇
后
の
霊
の
間
に
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
み
い
だ
す

こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
点
は
当
該
期
、
や
は
り
八
幡
が
応
神
天
皇

の
霊
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
神
護
景
雲
三
（
七
六
九
）
年
九
月
の
道
鏡
事
件
は
八
幡

神
が
特
殊
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』

神
護
景
雲
三
年
九
月
二
五
日
条
に
よ
る
と
、
道
鏡
事
件
は
道
鏡
自

身
が
即
位
を
め
ざ
し
た
謀
略
で
、
大
宰
主
神
習
宜
阿
曽
麻
呂
が
そ

れ
に
呼
応
し
て
道
鏡
即
位
を
も
と
め
る
「
八
幡
神
」
の
教
を
称
徳

天
皇
の
も
と
に
も
た
ら
し
た
が
、
称
徳
天
皇
の
命
に
よ
り
和
気
清

麻
呂
が
そ
れ
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
我
国
家
開
闢
以
来

君
臣
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定
矣
。
以
レ

臣
為
レ

君

未
二

之
有
一

也
。
天
之
日
嗣
必
立
二

皇
緒
一

。

无
道
之
人

宜
二

早
掃
除
一

」
と
の
内
容
で
あ
り
、
道
鏡
の
即
位
は

実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
過
程
で
あ
っ
た
。
別
に
指
摘
し
た
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
い
わ
ば
物
語
は
歴
史
的
な
事
実
と
は
異
な
り
、

こ
の
事
件
は
称
徳
天
皇
が
み
ず
か
ら
の
後
継
者
と
し
て
道
鏡
を
即

（

）

位
さ
せ
よ
う
と
し
た
計
画
と
そ
の
挫
折
で
あ
り
、
八
幡
神
の
託
宣

は
最
終
段
階
に
お
け
る
ス
タ
ー
ト
の
笛
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

八
幡
神
の
役
割
は
仏
教
と
融
合
し
た
王
権
と
八
幡
神
の
関
わ
り
か

ら
説
明
可
能
で
あ
る
。

神
護
景
雲
三
年
九
月
二
五
日
条
の
本
文
に
お
よ
び
、
宝
亀
三

（
七
七
二
）
年
四
月
七
日
条
の
道
鏡
伝
に
「
八
幡
神
」
の
表
記
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
続
日
本
紀
』
編
纂
時
の
文
章
中
で
あ
り
、

厳
密
に
当
時
の
表
記
で
あ
る
と
い
え
な
い
。
ま
た
、
関
係
記
事
の

内
容
か
ら
八
幡
神
の
実
体
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

三

八
幡
大
菩
薩
の
誕
生

延
暦
一
七
（
七
九
八
）
年
一
二
月
二
一
日
太
政
官
符
（『
新
抄

格
勅
符
抄
』）
に
「
八
幡
大
菩
薩
」、
大
同
三
（
八
〇
八
）
年
七
月

一
六
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
一
）
所
引
の
同
日
太
政
官

符
に
「
大
菩
薩
并
比
咩
神
封
」
と
あ
り
、
八
幡
神
が
大
菩
薩
と
称

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弘
仁
一
二
（
八
二
一
）
年
太
政
官
符
所

引
の
大
神
清
麿
等
解
に
天
応
期
の
初
め
に
尊
号
「
護
国
霊
験
威
力

神
通
大
菩
薩
」
を
奉
り
、
延
暦
二
年
五
月
四
日
の
託
宣
に
よ
り

「
護
国
霊
験
威
力
神
通
大
自
在
王
」
と
称
し
た
と
あ
る
。『
宇
佐
八

幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起
』
に
も
延
暦
二
年
五
月
四
日
の
託
宣
に
よ

り
「
護
国
霊
験
威
力
神
通
大
自
在
王
菩
薩
」
と
称
し
た
と
あ
る
。

『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
（
八
三
三
）
年
一
〇
月
二
六
日
条
に

「
縁
二

景
雲
之
年
八
幡
大
菩
薩
所
一レ

告

至
二

天
長
年
中
一

仰
二

大

宰
府
一

写
二

得
一
切
経
一

」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
神
護
景

雲
期
に
八
幡
大
菩
薩
の
称
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
の

称
を
遡
及
さ
せ
た
可
能
性
も
あ
り
、
明
確
で
な
い
。

八
幡
神
が
菩
薩
と
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
性
格
の
変
化
で
あ

り
、
こ
の
時
、
八
幡
神
は
新
た
に
菩
薩
の
性
格
を
付
与
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
な
か
ば
神
で
な
く
な
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
と
天
皇
の
祖
先
は
異
質
で
あ
り
、
簡

単
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
八
幡
神
が
神

と
は
異
な
る
属
性
を
獲
得
し
た
こ
と
は
八
幡
神
を
応
神
天
皇
の
霊

に
比
定
す
る
道
が
開
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
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か
。
菩
薩
と
い
え
ば
、
大
仏
造
立
の
際
、
聖
武
天
皇
が
み
ず
か
ら

を
菩
薩
と
位
置
づ
け
た
の
は
約
五
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
聖
武
の
行
動
の
前
提
に
中
国
に
起
源
を
も
つ
皇
帝
菩
薩
思
想

が
あ
っ
た
。
史
料
上
で
確
認
で
き
る
八
幡
大
菩
薩
の
称
は
延
暦
期

後
半
頃
で
あ
り
、
八
幡
神
を
応
神
天
皇
の
霊
と
す
る
初
見
は
弘
仁

末
期
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
大
き
な
時
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
い
。

さ
て
、
ど
の
よ
う
な
教
学
的
論
理
に
基
づ
い
て
八
幡
神
は
菩
薩

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
宇
佐
八
幡
宮
御
託
宣
集
』
に
い
く
つ

か
の
の
記
述
が
あ
る
が
、
簡
潔
な
記
述
で
詳
細
は
明
ら
か
に
な
ら

な
い
。
宝
亀
八
（
七
七
七
）
年
五
月
一
八
日
に
八
幡
神
が
託
宣
し

て
、
出
家
し
て
沙
門
と
な
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
、
翌
九
年
に

も
託
宣
し
、
隼
人
を
殺
害
し
た
罪
障
に
よ
り
露
霜
に
打
た
れ
、
出

家
受
戒
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
弘
仁
一
二
年
太
政

官
符
中
の
延
暦
二
年
五
月
四
日
の
託
宣
（
大
神
清
麻
呂
解
所
引
）

に
「
吾
無
量
劫
中

化
二

生
三
家
一

修
二

方
便
一

導
二

済
衆
生
一

」
と

あ
る
。
隼
人
の
殺
害
は
八
世
紀
初
頭
の
隼
人
征
討
と
関
係
し
、
宝

亀
九
年
の
託
宣
と
し
て
は
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
残
る
。『
宇
佐
八

幡
宮
御
託
宣
集
』
の
記
事
は
八
幡
神
の
菩
薩
化
の
時
期
を
考
え
る

う
え
で
重
要
で
あ
る
が
、
今
後
、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

（

）

『
類
聚
国
史
』
天
長
元
年
九
月
二
七
日
条
の
和
気
真
綱
・
仲
世

の
言
上
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
言
上
に
よ
り
、
高
雄
寺
を
定
額
寺

と
し
、
得
度
・
水
田
の
施
入
が
許
さ
れ
た
。
言
上
は
長
文
で
あ
る

が
、
必
要
な
部
分
を
掲
出
す
る
。

正
五
位
下
行
河
内
守
和
気
朝
臣
真
綱
・
従
五
位
下
弾
正
少
弼

和
気
朝
臣
仲
世
等
言

臣
聞
（
略
）
昔
景
雲
年
中

僧
道

鏡

以
二

侫
邪
之
資
一

登
二

玄
扈
之
上
一

辱
僭
二

法
王
之
号
一

遂
懐
二

窺
覦
之
心
一

。
偏
二

邪
幣
於
群
神
一

行
二

権
譎
於
侫

党
一

。
爰
八
幡
大
神

痛
二

天
嗣
之
傾
弱
一

憂
二

狼
奴
之
将
一レ

興
。
神
兵
尖
レ

鋒

鬼
戦
連
レ

年
。
彼
衆
我
寡

邪
強
正
弱
。

大
神
歎
二

自
威
之
難
一レ

当

仰
二

仏
力
之
奇
護
一

。
乃
入
二

御
夢
一

請
二

使
者
一

。
有
レ

勅

追
二

引
臣
等
故
考
従
三
位
民
部
卿
清
麻

呂
一

面
宣
二

御
夢
之
事
一

。
仍
以
下

天
位
譲
二

道
鏡
一

事
上

令
レ

言
二

大
神
一

。
清
麻
呂
奉
二

詔
旨
一

向
二

宇
佐
神
宮
一

。
于
時
大

神
託
宣

夫
神
有
二

大
少
一

好
悪
不
レ

同
。
善
神
悪
二

淫
祀
一

貪
神
受
二

邪
幣
一

。
我
為
下

紹
二

隆
皇
緒
一

扶
中

済
国
家
上

写
二

造
一
切
経
及
仏
一

諷
二

誦
最
勝
王
経
万
巻
一

建
二

一
伽
藍
一

除
二

凶
逆
於
一
旦
一

固
二

社
禝
於
万
代
一

。
汝
承
二

此
言
一

莫
レ

有
二

違
失
一

。
清
麻
呂
対
二

大
神
一

誓
云

国
家
平
定
之
後

必
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奏
二

後
帝
一

奉
レ

果
二

神
願
一

粉
骨
殞
命

不
レ

錯
二

神
言
一

。

真
綱
ら
は
道
鏡
事
件
に
お
け
る
清
麻
呂
や
八
幡
神
の
行
動
に
言

及
し
た
が
、
前
述
の
よ
う
な
歴
史
的
な
事
実
あ
る
い
は
、『
続
日

本
紀
』
の
記
述
と
も
異
な
る
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
れ
は
真
綱
・
仲

世
ら
和
気
清
麻
呂
の
子
孫
た
ち
の
保
持
し
た
伝
承
あ
る
い
は
主
張

と
い
え
る
。

真
綱
・
仲
世
の
言
上
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
載
と
共
通
す
る
部

分
も
あ
り
、
道
鏡
を
謀
略
の
主
体
と
位
置
づ
け
る
点
は
同
じ
で
あ

る
。
道
鏡
は
侫
邪
の
資
で
あ
り
な
が
ら
玄
扈
の
上
に
登
り
、
法
王

の
号
を
得
て
つ
い
に
皇
位
を
窺
覦
す
る
心
を
も
ち
、
邪
幣
を
群
神

に
奉
じ
、
権
譎
を
行
い
侫
党
を
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
八
幡
大
神
は
事
態
を
憂
い
、
送
っ
た
神
兵
は
鋒
を
尖
ら

せ
、
鬼
戦
連
年
に
わ
た
っ
た
が
、
彼
は
衆
く
我
は
寡
な
く
、
邪
は

強
く
正
は
弱
い
た
め
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、「
仏
力
之
奇
護
」
を
仰
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、

和
気
清
麻
呂
の
参
詣
と
、
八
幡
神
の
清
麻
呂
へ
の
依
頼
、
そ
の
承

諾
で
あ
っ
た
。
清
麻
呂
は
宇
佐
神
宮
で
大
神
の
託
宣
を
受
け
た
。

そ
れ
は
善
神
は
淫
祀
を
に
く
む
が
貪
神
は
邪
幣
を
受
け
る
の
で
、

皇
緒
を
紹
隆
し
、
国
家
を
扶
済
す
る
た
め
に
、
一
切
経
と
仏
像
を

造
り
、
最
勝
王
経
万
巻
を
諷
誦
し
、
一
伽
藍
を
建
て
よ
と
す
る
内

容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
清
麻
呂
は
そ
れ
を
承
諾
し
た
。

こ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
、
八
幡
神
が
謀
略
を
実
行
し
た
道
鏡
に

対
峙
す
る
た
め
に
仏
教
の
保
護
を
求
め
、
経
の
諷
誦
や
寺
院
の
創

建
を
命
じ
た
と
す
る
道
鏡
事
件
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
続
日

本
紀
』
の
記
述
と
ま
っ
た
く
異
な
る
（
託
宣
の
内
容
は
前
掲
）。

な
お
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
八
年
二
月
二
一
日
条
の
和
気
清
麻

呂
伝
は
八
幡
神
の
託
宣
を
「
我
国
家
君
臣
分
定
。
而
道
鏡
悖
逆
無

道

輙
望
二

神
器
一

。
是
以
神
霊
震
怒

不
レ

聴
二

其
祈
一

。
汝
帰
如
二

吾
言
一

奏
之
。
天
之
日
嗣
必
続
二

皇
緒
一

。
汝
勿
レ

懼
二

道
鏡
之
怨
一

。

吾
必
相
済
」
と
記
す
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
（
七

六
九
）
年
九
月
二
五
日
条
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ

道
鏡
の
即
位
を
う
な
が
す
託
宣
こ
そ
が
八
幡
神
と
仏
教
と
の
強
い

結
合
の
結
果
で
あ
る
。
真
綱
・
仲
世
の
言
上
は
道
鏡
事
件
の
再
解

釈
と
も
い
う
べ
き
思
想
的
操
作
の
結
果
を
含
み
、
こ
こ
に
菩
薩
と

な
っ
た
八
幡
神
の
性
格
を
解
く
鍵
が
あ
る
と
思
う
。

道
鏡
事
件
に
よ
っ
て
八
幡
神
の
威
力
は
傷
つ
い
た
だ
ろ
う
。
道

鏡
の
即
位
を
求
め
る
託
宣
を
く
だ
し
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
正
反
対

の
託
宣
に
よ
っ
て
前
言
を
改
め
た
。
僧
道
鏡
が
即
位
す
る
こ
と
に
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対
す
る
反
対
は
強
く
、
そ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
落

ち
た
神
威
を
回
復
す
る
た
め
に
、
仏
教
と
の
新
た
な
融
合
が
追
求

さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
菩
薩
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
当
該
期
の
い
わ
ゆ
る
神
身
離
脱
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
神

威
の
低
下
し
た
神
は
仏
教
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
強
力

な
神
（
菩
薩
）
と
し
て
復
活
し
た
。
八
幡
神
に
も
同
様
の
指
向
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
八
幡
神
が
神
身
離
脱
を
求

め
た
形
跡
は
な
い
。
道
鏡
事
件
後
、
上
の
よ
う
に
事
件
を
再
解
釈

し
て
、
低
下
し
た
八
幡
神
の
霊
威
を
仏
教
と
習
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
回
復
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
真
綱
・
仲
世
の

言
上
に
、
八
幡
神
が
菩
薩
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
記
述
は

な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
過
程
を
想
定
し
て
み
た
い
。

こ
の
操
作
を
行
い
、
八
幡
神
を
菩
薩
と
し
た
の
は
誰
で
あ
ろ
う

か
。
和
気
真
綱
・
仲
世
ら
の
父
清
麻
呂
以
外
に
考
え
に
く
い
。
道

鏡
事
件
後
、
和
気
清
麻
呂
も
好
ま
し
い
地
位
を
得
な
か
っ
た
。
厳

し
い
処
分
を
受
け
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
光
仁
天
皇
の
即
位

に
と
も
な
っ
て
、
宝
亀
元
年
九
月
に
京
に
も
ど
り
、
翌
二
年
三
月

に
本
位
に
復
帰
し
、
九
月
に
播
磨
員
外
介
に
任
命
さ
れ
た
。
平
野

（

）

邦
雄
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
光
仁
期
に
お
い
て
和
気
清
麻
呂
は
不

遇
で
、
彼
が
大
き
く
昇
進
し
た
の
桓
武
天
皇
の
時
代
で
あ
っ
た
。

天
応
元
年
一
一
月
に
従
五
位
下
か
ら
従
四
位
下
へ
と
急
激
に
昇
進

し
（『
続
日
本
紀
』
同
年
月
一
八
日
条
）、
延
暦
二
年
三
月
に
摂
津

大
夫
と
な
っ
て
長
岡
京
遷
都
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

道
鏡
事
件
以
前
、
和
気
清
麻
呂
お
よ
び
広
虫
（
法
均
）
は
称
徳

天
皇
に
近
侍
す
る
地
位
に
あ
っ
て
、「
輔
治
能
真
人
」
を
賜
姓
さ

れ
た
特
別
な
貴
族
で
あ
っ
た
。
光
仁
期
、
処
分
は
解
か
れ
、
本
位

従
五
位
下
に
復
し
た
も
の
の
、
彼
は
あ
り
ふ
れ
た
中
流
貴
族
に
す

ぎ
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
族
姓
を
超
え
て
、
昇
進
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
道
鏡
の
即
位
を
阻
止
し
た
功
績
も
さ
ほ

ど
大
き
な
報
酬
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

平
野
が
宝
亀
三
〜
五
年
頃
に
和
気
清
麻
呂
が
豊
前
守
に
任
命
さ

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
は
現
在
ほ
ぼ
承
認
さ
れ
、
共

通
認
識
で
あ
る
。
平
野
は
、
こ
の
時
清
麻
呂
は
宇
佐
八
幡
宮
の
神

職
た
ち
の
粛
正
を
行
い
、
道
鏡
事
件
に
関
わ
っ
た
宇
佐
氏
を
押
さ

え
、
秦
・
大
神
氏
を
復
活
さ
せ
た
と
推
定
し
た
。
た
だ
、
和
気
清

麻
呂
に
よ
る
宇
佐
八
幡
宮
の
神
職
た
ち
の
粛
正
の
み
で
こ
の
両
者

の
関
係
を
と
ら
え
る
の
は
穏
当
で
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
関
係
が

存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
ず
、
和
気
清
麻
呂
に
よ
る
八
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幡
神
の
霊
威
回
復
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
菩
薩
化
で
あ
っ
た
。
逆

に
清
麻
呂
が
得
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。

（

）

別
稿
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
清
麻
呂
は
道
鏡
事
件
前
の
武

人
的
な
性
格
か
ら
、
当
該
期
に
、
大
安
寺
へ
の
八
幡
神
の
勧
請
や

南
塔
院
の
創
建
に
深
く
関
わ
っ
て
学
問
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
人
な
性
格
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
道
鏡

事
件
前
の
段
階
で
清
麻
呂
に
文
人
的
な
要
素
は
希
薄
で
あ
る
。
道

鏡
事
件
の
前
、
清
麻
呂
の
官
職
は
右
兵
衛
少
尉
や
近
衛
将
監
で
あ

り
、
武
人
の
風
貌
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
応
元
年
一

一
月
に
急
激
な
昇
進
を
し
た
時
、
同
時
に
「
明
経
・
紀
伝
及
陰

陽
・
医
家
」
の
才
能
あ
る
士
に
糸
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
措

置
が
文
人
に
対
す
る
褒
賞
の
意
味
を
も
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
ま
た
、
清
麻
呂
の
文
人
的
な
性
格
は
そ
の
伝
（『
日
本
後
紀
』

延
暦
一
八
年
二
月
二
一
日
条
）
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、

清
麻
呂
の
、
武
人
か
ら
文
人
へ
の
移
行
の
間
に
、
豊
前
守
就
任
や

大
安
寺
八
幡
・
南
塔
院
と
関
わ
り
が
位
置
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
和
気
清
麻
呂
と
八
幡
神
は
協
調
し
つ
つ
、
互
い
に

利
益
を
与
え
る
関
係
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
八
幡
神
は
さ
ら

に
仏
教
の
と
の
習
合
を
進
め
、
菩
薩
と
な
り
、
お
そ
ら
く
神
威
を

回
復
し
強
化
し
た
。
一
方
、
清
麻
呂
は
八
幡
神
と
関
わ
り
な
が

ら
、
文
人
と
し
て
の
修
養
を
積
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
関
係
も
当
初

は
、
弱
者
の
連
合
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
両
者
を
め
ぐ
る
状
況
が

変
化
し
始
め
た
の
は
桓
武
天
皇
の
も
と
で
、
文
人
的
素
養
を
身
に

つ
け
た
清
麻
呂
が
急
激
な
昇
進
を
な
し
と
げ
た
時
で
あ
っ
た
。
あ

る
い
は
菩
薩
八
幡
神
と
文
人
清
麻
呂
が
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
期
以
後
か
も
し
れ
な
い
。

四

弘
仁
一
二
年
太
政
官
符

冒
頭
な
ど
で
少
し
言
及
し
た
弘
仁
一
二
年
太
政
官
符
に
つ
い
て

史
料
的
な
評
価
を
試
み
た
い
。
こ
の
文
書
は
非
常
に
興
味
深
い
記

述
を
持
つ
が
、
信
頼
性
の
評
価
は
難
し
い
。
平
野
博
之
が
基
本
的

な
検
討
を
加
え
た
が
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
も
う
一
度
検

討
し
て
み
た
い
。
煩
雑
に
な
る
が
、
全
文
を
掲
出
す
る
。

太
政
官
符

大
宰
府

応
令
大
神
宇
佐
二
氏

八
幡
大
菩
薩
宮

事

右
得
二

大
宰
府
解
一

称

検
二

案
内
一

府
去
弘
仁
六
年
十
二
月

十
日
解
称

得
二

神
主
正
八
位
下
大
神
朝
臣
清
麿
等
解
状
一

称

件
大
菩
薩
是
品
太
天
皇
御
霊
也
。
即
磯
機
嶋
〈
欽
明
天
皇
也
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（
傍
書
）〉
金
刺
宮
御
宇
天
国
排
開
広
庭
天
皇
御
世

於
二

豊

前
国
宇
佐
郡
馬
城
嶺
一

始
現
坐
也
。
尓
時
大
神
朝
臣
比
義

以
二

歳
次
戊
子
一

始
建
二

鷹
居
瀬
社
一

而
即
奉
祝
孫
夕
字
。
更

改
移
二

建
菱
形
小
椋
山
一

居

即
供
二

其
祝
一

。
天
平
三
年
陳
二

顕
神
験
一

奉
レ

預
二

官
幣
一

諸
男
之
子
田
麿
相
承
為
レ

祝
。

天
平
十
二
年
依
二

大
軍
事
一

駆
二

遣
勅
使
一

奉
二

封
二
十
戸

兼
神
宝
及
造
レ

寺
度
僧
一

。天
平
十
八
年
天
皇
不
予

祷
祈
有
レ

験

即
叙
二

三
位
一

封
四
百
戸
・
度
僧
五
十
口
・
水
田
二
十

町
。
為
レ

奉
レ

造
二

東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
一

遣
レ

使
祈
レ

神
。
即
託

宣

吾
護
二

国
家
一

是
猶
二

楯
戈
一

。
唱
二

率
神
祇
一

共
為
二

知
識
一

。
又
為
レ

買
二

黄
金
一

将
レ

遣
二

使
於
大
唐
一

。
即
託
宣

所
レ

求
黄
金
将
レ

出
二

此
土
一

。
勿
レ

遣
二

使
者
一

。
爰
陸
奥
国
献
二

黄
金
一

。
即
以
二

百
二
十
両
一

奉
二

于
神
宮
一

。
即
請
二

大
神
於

京
都
一

之
日

祢
宜
大
神
朝
臣
社
女
・
祝
神
主
大
神
朝
臣
田

麿
等

乗
レ

駅
入
レ

京

於
二

東
大
寺
一

告
以
レ

願
充
。
是
日

叙
二

社
女
従
四
位
下
一

田
麿
外
五
位
下
。
賞
翫
賜
有
レ

差
。

中
間

正
六
位
上
辛
嶋
勝
与
曽
女
為
二

祢
宜
一

従
七
位
下
宇

佐
公
池
守
為
二

神
宮
司
一

。
宝
亀
二
年

和
気
朝
臣
清
麿
任
二

豊
前
守
一

。
此
時
大
神
託
宣

以
二

田
麿
一

充
二

吾
宮
司
一

。
仍

申
レ

官

即
田
麿
任
二

大
宮
司
一

池
守
任
二

少
宮
司
一

。
天
応

之
初
。
計
二

量
神
徳
一

更
上
二

尊
号
一

曰
二

護
国
霊
験
威
力

神
通
大
菩
薩
一

。
延
暦
二
年
五
月
四
日
託
宣

吾
無
量
劫
中

化
二

生
三
家
一

修
二

方
便
一

導
二

済
衆
生
一

。
吾
名
是
大
自
在
王

菩
薩
。
宜
下

令
レ

加
レ

号

曰
中

護
国
霊
験
威
力
神
通
大
自
在
王

者
上

。
如
レ

此
之
験
不
レ

可
二

勝
計
一

。
依
二

大
政
官
去
延
暦
四
年

六
月
十
六
日
符
一

大
神
朝
臣
種
々
麿
任
二

大
宮
司
一

大
神

朝
臣
雄
黒
麿
任
二

其
祝
一

。
然
則
大
神
朝
臣
田
麿
時
始
顕
二

神

徳
一

置
二

祝
・
神
主
一

補
二

大
小
宮
（
司
脱
か
）
一

。
是
田

麿
之
族
為
二

祝
・
神
主
・
大
宮
司
一

也
。宇
佐
公
池
守
之
胤
為
二

少
宮
司
一

。
嗣
二

門
地
相
承
一

。
黒

其
祖
考
之
労
所
被
々

且
也
。
而
比
年
他

補
二

任
此
司
一

。
望
請

具

依
レ

旧
被
レ

任
者

府
加

所
レ

申
有
レ

実

請

官
裁
者

年
未
レ

被
二

裁
下
一

。
加
以

案
二

検
古
記
一

任
二

二
氏
一

之
時

神

宮
・
寺
家

並
是
牢
固

修
理
猶
勤
。
而
依
二

延
暦
十
七
年

五
月
廿
八
日
符
一

従
六
位
下
津
嶋
朝
臣
県
守
任
二

大
宮
司
一

□
七
位
下
大
神
朝
臣
家
依
任
二

少
宮
司
一

。
自
レ

厥
相
続
以
任
二

他
氏
一

。
爰
修
理
自
後

頽
損
過
多

怪
異
之
祟

触
レ

事
滋

聞
。
比
事
管
内
災
害
頻
発
。
飢
饉
存
荐
。
官
裁
者
。
右
大
臣
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宣

奉
レ

勅

依
レ

請
立
為
二

恒
例
一

。

弘
仁
十
二
年
八
月
十
五
日

格
外

冒
頭
で
、
日
時
未
詳
の
大
宰
府
解
が
弘
仁
六
年
一
二
月
一
〇
日

大
宰
府
解
を
引
用
し
、
こ
の
弘
仁
六
年
大
宰
府
解
が
神
主
大
神
清

麿
等
解
を
引
用
す
る
。
文
書
の
記
述
の
大
部
分
は
大
神
清
麿
等
解

の
本
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
清
麻
呂
ら
は
欽
明
天
皇
の
治
世
以
来
の

宇
佐
八
幡
神
の
歴
史
を
詳
細
に
記
し
、
大
神
田
麻
呂
の
族
か
ら

祝
・
神
主
・
大
宮
司
を
出
し
、
宇
佐
池
守
の
族
か
ら
少
宮
司
を
出

す
こ
と
を
求
め
た
。
大
宰
府
は
こ
の
歴
史
記
述
を
事
実
と
認
定

し
、
そ
れ
を
も
と
に
解
を
作
成
し
、
官
裁
を
求
め
た
。
し
か
し
、

こ
の
要
求
は
裁
可
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、「
年
未
レ

被
二

裁
下
一

」

と
み
え
る
。
平
野
は
こ
の
前
に
「
雖
経
数
」
を
補
う
案
を
提
示
し

た
が
、
こ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
欠
落
を
想
定
す
る
の
が
穏
当
で
あ

ろ
う
。
そ
の
後
、
新
た
な
大
宰
府
解
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
こ
に
新

た
に
大
宰
府
が
「
古
記
」
を
調
査
し
、
別
の
事
実
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
は
「
二
氏
」、
す
な
わ
ち
、
大
神
・
宇
佐
氏
が
神
官
の
時
は

神
宮
・
寺
家
は
牢
固
で
、
な
お
か
つ
、
修
理
に
勤
め
た
が
、
延
暦

一
七
年
五
月
二
八
日
符
に
よ
っ
て
津
嶋
県
守
が
大
宮
司
に
任
じ
ら

れ
、
以
後
、
他
氏
を
任
じ
た
時
に
は
修
理
も
遅
れ
、
頽
損
が
過
多

と
な
り
、
怪
異
の
祟
が
し
ば
し
ば
聞
こ
え
、
管
内
で
災
害
・
飢
饉

が
起
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
再
度
、
官
裁
を
求

め
、
勅
（
右
大
臣
藤
原
冬
嗣
宣
）
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
。
以
上
が

全
体
の
構
成
で
あ
る
。

平
野
は
延
暦
一
七
年
年
に
す
で
に
宇
佐
八
幡
宮
に
大
宮
司
が
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
当
時
の
政
府
の
八
幡
宮
に
対
す
る

統
制
抑
圧
策
か
ら
み
て
、
宮
司
に
旧
来
の
氏
族
以
外
の
人
物
を
任

用
し
て
も
不
思
議
で
な
い
こ
と
、
津
島
朝
臣
は
中
臣
氏
系
の
氏
族

で
、
も
と
対
馬
国
造
で
あ
り
、
津
島
県
守
が
宇
佐
宮
司
に
任
じ
ら

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
津
島
県
守
の
大
宮
司
任
命

を
信
頼
し
、
ま
た
、
弘
仁
一
三
年
の
伝
染
病
流
行
や
前
後
の
飢
饉

の
発
生
か
ら
み
て
、
こ
の
時
期
に
災
害
や
飢
饉
が
強
く
印
象
づ
け

ら
れ
た
と
推
定
し
た
。
そ
し
て
、
上
の
記
載
に
妥
当
性
が
あ
る
と

判
断
し
た
。

弘
仁
六
年
の
大
宰
府
解
が
数
年
間
、
放
置
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と

は
素
直
に
理
解
し
に
く
い
。
大
宰
府
の
申
請
が
太
政
官
で
審
議
さ

れ
ず
、
そ
の
ま
ま
単
純
に
放
置
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
次
の
い
く
つ
か
の
史
料
で
あ
る
。

（
１
）『
類
聚
国
史
』
延
暦
一
七
（
七
九
八
）
年
正
月
二
四
日
条
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勅

掃
レ

社
敬
レ

神

銷
レ

禍
致
レ

福
。
今
聞

神
宮
司
等

一

任
終
身

侮
黷
不
レ

敬

崇
咎
屡
臻
。
宜
下

天
下
諸
国
神
宮

司
・
神
主
・
神
長
等

択
二

氏
中
清
慎
者
一

補
レ

之

六
年
相

替
上

。

（
２
）『
類
聚
国
史
』
延
暦
一
七
年
四
月
九
日
条

勅

承
前
之
例

諸
神
宮
司

准
二

長
上
官
一

四
考
為
レ

限
。

自
レ

今
以
後

宜
三

改
准
二

番
上
之
例
一

。

（
３
）『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
三
（
八
〇
四
）
年
六
月
一
三
日
条

制

常
陸
国
鹿
島
神
社
・
越
前
国
気
比
神
社
・
能
登
国
気
多

神
社
・
豊
前
国
八
幡
神
社
等
宮
司

人
懐
二

競
望
一

各
称
二

譜
第
一

。
自
レ

今
以
後

神
祇
官
検
二

旧
記
一

常
簡
二

氏
中
堪
レ

事
者
一

擬
補
申
レ

官
。

（
４
）『
日
本
後
紀
』
大
同
四
（
八
〇
九
）
年
閏
二
月
二
一
日
条

制

越
前
国
気
比
神
・
豊
前
国
八
幡
大
菩
薩
宮
司
等

遷
替

之
日

准
二

国
司
一

与
二

解
由
一

。

延
暦
一
七
年
に
（
１
）
の
よ
う
に
、
諸
社
の
神
宮
司
・
神
主
・

神
長
を
氏
中
の
清
慎
者
を
と
る
こ
と
、
六
年
を
任
期
と
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
、（
２
）
の
よ
う
に
、
考
限
は
番
上
官
と
同
じ
く
六

年
と
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
、
彼
ら
の
動
向
が
政
策
上
の
焦
点
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
３
）
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
多
く

の
者
が
そ
の
地
位
を
競
望
し
た
の
で
あ
っ
た
。
八
幡
宮
を
含
む
こ

の
四
社
が
な
ぜ
、
特
に
問
題
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
八

幡
宮
の
宮
司
な
ど
を
め
ぐ
る
紛
争
が
お
こ
っ
た
と
考
え
て
不
思
議

は
な
い
。
八
幡
宮
の
宮
司
ら
は
神
祇
官
が
記
録
を
も
と
に
擬
補
し

申
官
す
る
こ
と
と
な
り
、
遷
替
に
と
も
な
う
解
由
制
度
を
適
用
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
祝
・
神
主
・

宮
司
を
大
神
・
宇
佐
氏
に
固
定
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
を
求
め
た

大
宰
府
解
が
処
理
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
充
分
に
あ
り
う
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
見
不
自
然
な
太
政
官
符
の
内
容
は
当
時
の

情
勢
を
背
後
に
置
く
と
、
ま
ず
は
解
釈
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
内
容
を
含
む
こ
と
こ
そ
、
こ

の
太
政
官
符
の
信
頼
性
を
も
の
が
た
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、

何
ら
か
の
作
為
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
「
自
然
な
」
な
り
ゆ
き
が
作

ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
、
大
神
清
麻
呂
等
解
の
内

容
を
検
討
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
時
、
こ

の
よ
う
な
清
麻
呂
・
大
宰
府
の
申
請
お
よ
び
、
何
年
か
の
間
隔
が

開
い
た
後
の
太
政
官
符
に
よ
る
承
認
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
太
政
官
符
が
八
幡
神
を
品
太
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天
皇
（
応
神
天
皇
）
の
霊
と
す
る
も
っ
と
も
早
い
史
料
で
、
そ
の

内
容
は
信
頼
で
き
る
と
考
え
る
。

五

応
神
天
皇
の
霊

延
暦
末
期
か
ら
さ
ほ
ど
く
だ
ら
な
い
頃
に
八
幡
神
は
応
神
天
皇

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
と
八
幡
神
が
菩
薩
と
な

っ
た
こ
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
八
幡
神

は
神
で
あ
り
、
天
皇
家
の
祖
先
で
は
な
か
っ
た
。
神
と
祖
先
の
区

別
は
明
白
で
あ
っ
た
こ
と
は
神
功
皇
后
の
霊
を
祀
る
施
設
が
香
椎

廟
と
称
さ
れ
、
神
の
語
を
含
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
象
徴
的
で
あ

る
。「
八
幡
大
菩
薩
宮
」
の
呼
称
が
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
大
同

三
年
七
月
一
六
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
一
）
の
事
書
は

「
応
下

令
二

国
司
一

出
中

納
八
幡
大
菩
薩
宮
雑
物
上

事
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
神
の
宮
の
意
味
と
異
な
る
。
た
だ
し
、
豊
前
国
解
（
延
暦
一
七

年
一
二
月
二
一
日
太
政
官
符
所
引
）
は
神
宮
司
の
申
上
を
引
用

し
、
そ
こ
に
「
神
宮
」
の
語
も
み
え
る
。
八
幡
神
は
な
か
ば
神
で

あ
り
、
な
か
ば
菩
薩
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
神
が
仏
教
に
帰
依
し
た

こ
と
の
表
現
と
し
て
不
自
然
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
八
幡
神

が
な
か
ば
神
で
な
く
な
っ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
こ
か
ら

八
幡
神
を
天
皇
の
祖
先
に
あ
て
る
教
学
上
の
可
能
性
が
生
じ
た
と

思
わ
れ
る
。

飯
沼
賢
司
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
対
新
羅
関
係
が
急
激
に
悪
化

し
、
神
功
皇
后
の
霊
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
弘
仁
期
に

特
に
事
態
が
進
行
し
た
（
表
Ⅰ
）。

弘
仁
三
年
に
新
羅
賊
船
が
対
馬
に
来
た
時
に
、
軍
士
を
動
員
し

て
対
処
し
て
お
り
、
ま
た
、
新
羅
に
火
光
が
見
え
た
た
め
、
訳

語
・
軍
毅
を
発
遣
し
て
事
情
を
問
い
、
要
害
の
守
護
を
大
宰
管
内

お
よ
び
長
門
・
石
見
・
出
雲
に
伝
え
る
な
ど
し
た
。
弘
仁
一
一
年

の
遠
江
・
駿
河
国
の
新
羅
人
の
反
乱
の
際
は
、
二
国
の
兵
で
鎮
圧

で
き
ず
、
相
模
・
武
蔵
な
ど
七
国
の
軍
を
動
員
し
て
追
討
し
た
。

こ
れ
ら
の
記
事
自
体
に
神
功
皇
后
や
八
幡
神
の
名
は
登
場
し
な
い

が
、
こ
の
時
期
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』
弘
仁
一
四
（
八
二
三
）
年
一
一

月
二
四
日
条
に
注
目
し
た
い
。

差
二

左
兵
衛
督
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
綱
継
一

充
レ

使
、
奉
二

幣
帛

於
八
幡
大
神
・
樫
日
廟
一

。
便
以
二

大
宰
府
綿
三
百
屯
一

賜
レ

使
。

八
幡
神
と
樫
日
廟
（
香
椎
廟
）
に
対
す
る
奉
幣
の
記
事
で
あ
る
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が
、
奉
幣
の
理
由
や
祈
願
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
ま
で
の
日
本
と
新
羅
を
め
ぐ
る
状
況
を
考

慮
す
る
と
、
こ
の
奉
幣
が
対
新
羅
関
係
と
密
接
に
つ
な

が
る
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
天

平
九
年
以
来
、
約
八
〇
年
の
間
隔
を
あ
け
て
宇
佐
八
幡

宮
と
香
椎
廟
が
新
羅
と
の
関
係
に
お
い
て
祭
祀
の
対
象

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
宇
佐
八
幡
宮
御
託
宣
集
』
に
よ
る
と
、
宇
佐
八
幡

宮
に
お
い
て
、
弘
仁
一
一
年
の
託
宣
に
よ
り
、
一
四
年

に
大
帯
姫
（
神
功
皇
后
）
の
た
め
の
殿
が
造
立
さ
れ

た
。
前
述
の
よ
う
に
、
一
二
年
太
政
官
符
の
記
述
か

ら
、
す
で
に
八
幡
神
が
応
神
天
皇
の
霊
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
八
幡
神＝

応
神
天
皇
の

霊
の
比
定
と
宇
佐
八
幡
宮
の
神
功
皇
后
奉
斎
は
表
裏
一

体
の
関
係
に
あ
り
、
飯
沼
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
八
幡

神＝

応
神
天
皇
霊
信
仰
は
こ
の
時
期
の
神
功
皇
后
信
仰

の
産
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
日

本
紀
略
』
大
同
二
年
正
月
一
二
日
条
「
是
日

遣
レ

使

表Ⅰ 弘仁期の日本と新羅

事項
新羅人漂着 帰還を許す
新羅賊船が対馬に来る 上陸した者を殺害、捕獲などする
新羅人漂着 放還
新羅人漂着 放還
新羅船、肥前国の小近島につき、戦闘 新羅人帰来
新羅王子の来朝時の対処法を定める
新羅人を美濃国に配する
新羅商人漂着
新羅人漂着
新羅人帰化 入京させる
新羅人帰化
新羅人帰化
新羅人が驢を献じる
唐人が新羅人の船で来航 唐の消息を伝える
遠江・駿河国の新羅人が反乱 追討する
新羅人が羊・山羊・鵝を献上する
新羅人帰化

年月
弘仁 2年 8月
弘仁 3年 1月
弘仁 3年 3月
弘仁 3年 9月
弘仁 4年 3月
弘仁 5年 5月
弘仁 5年 8月
弘仁 5年 10月
弘仁 5年 10月
弘仁 7年 10月
弘仁 8年 2月
弘仁 8年 4月
弘仁 9年 1月
弘仁 10年 6月
弘仁 11年 2月
弘仁 11年 5月
弘仁 13年 7月
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奉
二

大
唐
綵
幣
於
香
椎
宮
一

」、
お
よ
び
、『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年

一
二
月
一
六
日
条
「
遣
二

参
議
正
四
位
下
巨
勢
朝
臣
野
足
一

奉
二

幣

帛
於
八
幡
大
神
宮
・
樫
日
廟
一

。
賽
二

静
レ

乱
之
祷
一

也
。」
で
あ
る
。

大
同
二
年
の
大
唐
綵
幣
の
奉
納
は
二
年
前
に
帰
国
し
た
遣
唐
使

と
関
係
が
あ
ろ
う
。
香
椎
廟
が
新
羅
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
な

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
弘
仁
元
年
の
場
合
、
ま
ず
注
目
す

べ
き
点
は
八
幡
大
神
宮
・
樫
日
廟
が
同
時
に
奉
幣
の
対
象
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
特
別
な
連
携
が
生
じ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
す
る
が
、
奉
幣
は
「
静
レ

乱
之
祷
」
に
賽
い
る
た
め
で
あ

っ
た
。
乱
と
は
直
前
に
起
き
た
薬
子
の
変
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
記
事
か
ら
八
幡
大
神
宮
と
香
椎
廟
の
融
合
と
も
い
う
べ
き

現
象
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
に
見
ら
れ

た
、
八
幡
神
の
王
権
擁
護
の
機
能
と
香
椎
廟
の
新
羅
に
対
す
る
機

能
が
と
も
に
そ
こ
に
流
入
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
前
者

の
機
能
に
、
特
に
天
皇
家
の
祖
先
霊
で
な
け
れ
ば
充
分
に
保
持
で

き
な
い
性
質
は
な
く
、
八
幡
神
が
た
と
え
ば
、
応
神
天
皇
の
霊
に

比
定
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い
。
弘
仁
期
に
後
者
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
、
香
椎
廟
の
神
功
皇
后
と
結
合
す
る
形
で
応
神
天
皇
の
霊

が
登
場
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
後
も
、
王
権
擁
護
の
機

能
は
天
皇
の
即
位
時
の
八
幡
大
菩
薩
宮
や
香
椎
廟
へ
の
奉
幣
に
象

（

）

徴
的
に
見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
ま
か
に
、
飯
沼
賢
司
の
示
し
た
構
想
の
ご

と
く
、
弘
仁
期
に
対
新
羅
関
係
の
緊
張
に
と
も
な
い
、
香
椎
廟
の

神
功
皇
后
に
対
す
る
強
く
な
り
、
そ
れ
と
宇
佐
八
幡
宮
が
結
び
つ

く
な
か
で
八
幡
神
は
応
神
天
皇
の
霊
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
本
来
、
天
皇
霊

と
は
異
質
な
神
で
あ
っ
た
八
幡
神
が
仏
教
と
の
融
合
を
深
め
、
菩

薩
と
な
り
、
な
か
ば
性
質
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

六

承
和
期
の
神
功
皇
后
陵

最
後
に
、
そ
の
後
の
状
況
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。

承
和
元
（
八
三
四
）
年
二
月
、
大
宰
府
管
内
に
来
航
し
た
新
羅

人
を
百
姓
ら
が
傷
を
負
わ
せ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
犯
人
を
科
罪

し
被
害
者
を
治
療
し
、
帰
国
さ
せ
た
（『
続
日
本
後
紀
』
同
年
月

二
日
条
）。
翌
年
三
月
、
新
羅
商
人
が
壹
岐
島
に
し
ば
し
ば
来
航

す
る
こ
と
か
ら
、
島
の
徭
人
三
三
〇
人
を
防
人
と
し
て
一
四
処
の

要
害
の
崎
を
守
る
こ
と
と
な
っ
た
（『
続
日
本
後
紀
』
同
年
月
一
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四
日
条
）。
こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
の
も
と
で
、
い
わ
ゆ
る

承
和
の
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
当
初
、
彼
ら
は
承
和
三
年
五
月

に
難
波
を
出
発
し
た
が
、
結
局
、
遭
難
し
、
四
年
七
月
に
再
び
出

発
し
、
再
び
遭
難
し
た
。
五
年
に
な
り
、
副
使
小
野
篁
の
出
航
拒

否
な
ど
の
で
き
ご
と
も
あ
っ
た
が
、
出
航
し
、
唐
に
到
達
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
（
八
三
七
）
年
九
月
八
日
条

勅

令
下

式
部
少
輔
良
岑
朝
臣
木
連

齎
二

幣
帛
一

向
中

八
幡

大
神
宮
上

。
天
皇
元
有
レ

所
レ

祷
。
今
以
奉
賽
也
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
五
（
八
三
八
）
年
三
月
二
七
日
条

勅
曰

遣
唐
使
頻
年
却
廻

未
レ

遂
二

過
海
一

。
夫
冥
霊
之
道

至
信
乃
応

神
明
之
徳

修
善
必
祐
。
宜
下

令
二

大
宰
府
監
已

上
一

毎
レ

国
一
人
率
二

国
司
・
講
師
一

不
レ

論
二

当
国
他
国
一

択
二

年
廿
五
以
上
精
進
持
経
心
行
無
レ

変
者
一

度
中

之
九

人
上

。
香
襲
宮
二
人
・
大
臣
一
人
・
八
幡
大
菩
薩
宮
二
人
・

宗
像
神
社
二
人
・
阿
蘇
神
社
二
人
。
於
二

国
分
寺
及
神
宮

寺
一

。
安
置
供
養
。
使
等
往
還
之
間
。
専
心
行
道

令
レ

得
二

穏
平
一

云
々
。

こ
れ
ら
の
記
事
は
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
時
期
に
当
た
る
。
前
者
の

「
天
皇
元
有
レ

所
レ

祷
」
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の

措
置
、
す
な
わ
ち
、
八
幡
大
神
宮
へ
の
奉
幣
と
、
香
椎
廟
・
八
幡

大
菩
薩
宮
・
宗
像
神
社
・
阿
蘇
神
社
へ
の
得
度
者
の
安
置
は
と
も

に
遣
唐
使
の
派
遣
の
た
め
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
承
和
六
年
四
月
に
神
功
皇
后
陵
の
木
材
伐
採
の
事
実

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
旱
災
の
発
生
を
危
惧
し
、
勅

使
を
派
遣
し
て
祈
願
が
行
わ
れ
た
（
同
年
月
二
五
日
）。
こ
こ
か

ら
神
功
皇
后
陵
に
注
意
が
集
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
承
和
八
年
五

月
に
再
び
、
神
功
皇
后
陵
に
祈
願
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
肥
後
国

阿
蘇
郡
の
神
霊
池
の
異
変
、
伊
豆
国
の
地
震
や
い
ろ
い
ろ
な
物
怪

の
出
現
が
神
功
皇
后
の
霊
威
に
よ
る
も
の
と
解
釈
し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
同
時
に
山
科
・
柏
原
陵
に
も
使
が
送
ら
れ
た
（
同
年
月
三

日
）。
そ
の
直
後
、
雨
の
な
い
こ
と
を
卜
っ
た
結
果
、
例
貢
の
物

の
闕
怠
に
よ
る
祟
で
あ
り
、
香
椎
廟
も
同
じ
く
祟
を
な
し
た
こ
と

と
な
り
、
陵
お
よ
び
香
椎
廟
に
使
が
送
ら
れ
祈
雨
が
行
わ
れ
た

（
同
年
月
一
二
日
）。
承
和
九
年
一
二
月
に
神
功
皇
后
陵
に
「
御
心

に
念
行
す
事
」
に
よ
り
国
家
の
平
穏
を
祈
願
し
た
。（
同
年
月
二

〇
日
）。
承
和
一
〇
年
四
月
、
神
功
皇
后
陵
守
が
三
月
一
八
日
に

山
陵
の
鳴
動
や
赤
気
の
浮
遊
が
く
り
か
え
し
起
き
た
こ
と
を
報
告
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し
た
。
こ
れ
は
陵
の
木
七
七
株
な
ど
を
伐
採
し
た
た
め
で
あ
っ
た

（
同
年
月
一
日

以
上
『
続
日
本
後
紀
』
同
日
条
）。
そ
の
後
、
重

大
な
過
失
が
判
明
し
た
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
一
〇
年
四
月
二

一
日
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

使
三

参
議
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
助
・
掃
部
頭
従
五
位
下
坂
上

大
宿
祢
正
野
等

奉
二

謝
楯
列
北
南
二
山
陵
一

。
依
三

去
三
月

十
八
日
有
二

奇
異
一

捜
二

検
図
録
一

有
二

二
楯
列
山
陵
一

。
北

則
神
功
皇
后
之
陵
〈
倭
名

大
足
姫
命
皇
后
〉
南
則
成
務

天
皇
之
陵〈
倭
名

稚
足
彦
天
皇
〉。
世
人
相
伝

以
二

南
陵
一

為
二

神
功
皇
后
之
陵
一

。
偏
依
二

是
口
伝
一

毎
レ

有
二

神
功
皇
后

之
祟
一

空
謝
二

成
務
天
皇
陵
一

。
先
年
縁
二

神
功
皇
后
之
祟
一

所
レ

作
弓
剣
之
類

誤
進
二

於
成
務
天
皇
陵
一

。
今
日
改
奉
二

神

功
皇
后
陵
一

。

（

）

楯
列
山
陵
の
名
を
も
つ
陵
は
二
つ
存
在
す
る
。『
延
喜
式
』
諸

陵
寮
に
よ
る
と
、
成
務
天
皇
の
「
狭
城
盾
列
池
後
陵
」
と
神
功
皇

后
の
「
狭
城
盾
列
池
上
陵
」
で
あ
る
。
成
務
陵
に
つ
い
て
『
古
事

記
』
に
「
御
陵
は
沙
紀
の
多
他
那
美
に
あ
り
」
と
あ
り
、『
日
本

書
紀
』
は
「
倭
国
狭
城
盾
列
陵
」
と
記
載
す
る
。
神
功
陵
に
つ
い

て
『
古
事
記
』
に
「
狭
城
楯
列
陵
に
葬
り
ま
つ
り
き
」
と
あ
り
、

『
日
本
書
紀
』
の
表
記
は
「
狭
城
盾
列
陵
」
で
あ
る
。『
日
本
書

紀
』
で
は
二
つ
の
陵
墓
は
ま
っ
た
く
同
一
の
名
で
あ
る
。「
図
録
」

に
よ
る
と
、
北
側
の
陵
が
神
功
皇
后
陵
、
南
側
の
陵
が
成
務
天
皇

陵
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
民
間
の
伝
承
に
よ
り
、
逆
に
比
定
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
古
墳
は
佐
紀
石
塚
山
古
墳
（
現
成

務
天
皇
陵
）
と
佐
紀
御
廟
山
古
墳
（
現
日
葉
酢
媛
陵
）
に
相
当
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
同
じ
サ
イ
ズ
の
前
方
後
円
墳

で
、
隣
接
し
て
立
地
し
、
同
じ
よ
う
に
後
円
部
を
北
に
し
て
前
方

が
南
に
く
る
。
誤
る
の
も
自
然
に
理
解
で
き
る
。
現
在
、
神
功
皇

后
陵
と
さ
れ
る
の
は
よ
り
北
方
の
五
社
神
古
墳
で
あ
る
が
、
こ
れ

と
石
塚
山
・
御
廟
山
古
墳
の
い
ず
れ
か
と
誤
る
と
は
考
え
に
く

い
。
そ
の
後
、
長
ら
く
、
民
間
の
伝
承
通
り
、
北
│
成
務
天
皇

陵
、
南
│
神
功
皇
后
陵
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
誤
り
を
訂
正

す
べ
く
、
神
功
皇
后
の
祟
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
弓
剣
な
ど
も
改

め
て
神
功
皇
后
陵
に
奉
献
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
承
和
期
に
神
功
皇
后
の
狭
城
楯
列
陵
が
神
功

皇
后
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に

遣
唐
使
の
派
遣
や
新
羅
と
の
緊
張
関
係
、
特
に
新
羅
人
に
対
す
る

忌
避
意
識
が
存
在
し
た
。
さ
ら
に
、
祟
り
に
よ
っ
て
自
然
災
害
や
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異
変
を
引
き
起
こ
す
存
在
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
香
椎

廟
や
新
羅
か
ら
離
れ
た
、
伊
豆
国
の
地
震
の
よ
う
な
事
態
ま
で
神

功
皇
后
の
霊
威
に
よ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。

お

わ

り

に

本
稿
で
述
べ
た
事
項
を
改
め
て
整
理
し
て
お
く
。

（
１
）天
平
九
（
七
三
七
）
年
、
新
羅
の
無
礼
に
対
し
て
八
幡
神
や

香
椎
宮
（
神
功
皇
后
の
霊
）
な
ど
に
対
し
て
奉
幣
さ
れ
た

が
、
こ
の
時
、
八
幡
神
は
神
で
あ
り
、
神
功
皇
后
の
霊
と
は

異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
。

（
２
）八
幡
神
は
藤
原
広
嗣
の
乱
や
大
仏
造
立
を
契
機
に
急
速
に
仏

教
と
習
合
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
段
階
で
も
以
前
と
同
じ
性

格
を
も
ち
、
香
椎
廟
と
関
係
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天
平

宝
字
三
年
（
七
五
九
）
年
、
新
羅
征
討
計
画
の
た
め
に
香
椎

廟
が
祈
願
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
逆
に
八
幡
神
が
関
係
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
八
幡
神
と
神
功
皇
后
の

霊
の
間
に
つ
な
が
り
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
３
）道
鏡
事
件
の
後
、
和
気
清
麻
呂
が
八
幡
神
（
宮
）
と
連
携
を

深
め
、
八
幡
神
と
仏
教
の
習
合
を
進
め
、
こ
の
結
果
、
八
幡

神
は
菩
薩
と
な
り
、
神
威
を
回
復
し
た
。
和
気
清
麻
呂
も
大

安
寺
の
八
幡
神
な
ど
と
関
わ
る
な
か
で
、
学
問
を
修
得
し
、

文
人
な
性
格
と
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

（
４
）弘
仁
一
二
年
太
政
官
符
は
史
料
的
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
、

八
幡
神
を
応
神
天
皇
の
霊
と
す
る
も
っ
と
も
早
い
史
料
で
あ

る
。

（
５
）弘
仁
期
に
新
羅
と
の
関
係
が
緊
張
し
、
香
椎
廟
（
神
功
皇
后

の
霊
）
に
対
す
る
信
仰
が
強
く
な
り
、
そ
れ
と
宇
佐
八
幡
神

宮
が
結
び
つ
く
な
か
で
、
八
幡
神
は
応
神
天
皇
の
霊
に
比
定

さ
れ
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
八
幡
神
が
菩
薩
と
な
り
、
従

来
の
性
質
を
な
か
ば
変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
っ

た
。

（
６
）承
和
期
に
、
遣
唐
使
の
派
遣
や
新
羅
と
緊
張
関
係
か
ら
、
神

功
皇
后
の
狭
城
楯
列
陵
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神

功
皇
后
の
霊
は
新
羅
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
広
く
祟
り
を

な
す
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。

以
上
で
あ
る
。
八
幡
神
と
い
う
巨
大
な
研
究
対
象
の
ご
く
一
部

分
を
問
題
と
し
て
論
じ
て
き
た
。
考
察
の
中
心
は
『
続
日
本
紀
』

『
日
本
後
紀
』
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
あ
っ
た
が
、
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八
幡
神
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
豊
か
な
史
料
の
世
界
が
あ

る
。
そ
れ
は
宇
佐
八
幡
宮
や
石
清
水
八
幡
宮
に
伝
来
す
る
史
料
群

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
る
と
こ
ろ
と
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
結
果
を

対
照
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
論
じ
る

べ
き
点
は
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、
石
清
水
八
幡
宮
の
成
立
、
清

麻
呂
以
降
の
和
気
氏
と
八
幡
神
と
の
関
係
な
ど
が
次
の
テ
ー
マ
で

あ
ろ
う
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

研
究
史
の
把
握
に
つ
い
て
不
備
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
寛
恕

を
願
い
た
い
。

註（
１
）
中
野
『
八
幡
信
仰
史
の
研
究
』（
増
補
版

上
下
〈
吉
川
弘

文
館

一
九
七
六
年
〉
初
版
は
一
九
五
七
年
）。
た
だ
し
、
中

野
『
宇
佐
宮
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
八
五
年
）
に
官
社
と
し

て
鷹
居
社
が
成
立
し
た
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
（『
八
幡
宇
佐

宮
御
託
宣
集
』）
以
前
を
「
原
始
八
幡
」、
以
後
を
「
応
神
八

幡
」
と
も
み
え
る
。

（
２
）
逵
『
八
幡
宮
寺
成
立
史
の
研
究
』〈
続
群
書
類
従
完
成
会

二
〇
〇
三
年
〉）、『
八
幡
神
と
神
仏
習
合
』（
講
談
社
現
代
新
書

二
〇
〇
七
年
）

（
３
）
泉
谷
「
宇
佐
八
幡
宮
の
成
立
に
つ
い
て
」（
同
『
記
紀
神
話

伝
承
の
研
究
』〈
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
三
年
〉
初
出
二
〇
〇

一
年
）

（
４
）
横
田
『
道
鏡
』
吉
川
弘
文
館

一
九
五
九
年

（
５
）
二
宮
「
八
幡
大
神
の
創
始
に
つ
い
て
」（
中
野
幡
能
編
『
八

幡
信
仰
事
典
』〈
戎
光
祥
出
版

二
〇
〇
二
年
〉
初
出
一
九
六

二
年
）。
な
お
、
こ
の
論
文
に
お
よ
び
井
上
薫
『
奈
良
朝
仏
教

史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
六
六
年
）
に
刊
行
（
初
出
）

段
階
で
の
詳
細
な
研
究
史
整
理
が
あ
り
、
参
照
し
た
。

（
６
）
『
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
』
補
注
も
横
田
健
一
と

同
じ
見
解
を
示
す
。

（
７
）
佐
志
「
八
幡
信
仰
の
起
源
に
つ
い
て
」（『
三
田
史
学
』
三
〇

│
二

一
九
五
七
年
）

（
８
）
飯
沼
「
八
幡
大
菩
薩
の
登
場
の
歴
史
的
背
景
」（『
史
学
論
叢
』

二
七

一
九
九
七
年
）、「
八
幡
宮
に
お
け
る
二
つ
の
『
比
売
神
』

成
立
の
意
義
」（『
大
分
県
地
方
史
』
一
四
八
・
一
四
九

一
九

九
三
年
）、『
八
幡
神
と
は
何
か
』
角
川
選
書

二
〇
〇
四
年
）

（
９
）
長
谷
部
「
八
幡
大
菩
薩
成
立
の
前
提
」（
モ
ー
ス
・
根
本
編

『
奈
良
・
南
都
仏
教
の
伝
統
と
革
新
』
勉
誠
出
版

二
〇
一
〇

年
）

（
１０
）
村
田
「
平
安
時
代
初
期
八
幡
信
仰
の
展
開
」（『
歴
史
学
部
論

集
』
一
一

二
〇
二
一
年
）。
な
お
、
村
田
は
「『
続
日
本
紀
』

の
八
幡
神
」（
同
『
宇
佐
八
幡
神
話
言
説
の
研
究
』〈
法
蔵
館

二
〇
一
六
年
〉
初
出
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
天
平
九
年
に

八
幡
神
が
す
で
に
応
神
天
皇
と
同
体
と
見
ら
れ
て
い
た
可
能
性
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を
認
め
た
が
、
こ
の
論
点
は
撤
回
さ
れ
た
。

（
１１
）
平
野
「
東
大
寺
要
録
第
四
所
収
弘
仁
十
二
年
八
月
十
五
日
官

符
に
つ
い
て
」（『
九
州
史
学
』
二
一
・
二
四

一
九
六
三
年
）

（
１２
）
『
宮
寺
縁
事
抄
』
一
（『
大
日
本
古
文
書
（
家
わ
け
）
四
石
清

水
文
書
五
』）

（
１３
）
後
掲
の
史
料
お
よ
び
『
万
葉
集
』
六
│
九
五
七
〜
九
五
九

（「
冬
十
一
月
大
宰
官
人
等
奉
拝
香
椎
廟
訖
退
帰
之
時
馬
駐
于
香

椎
浦
各
述
作
懐
歌
」

（
１４
）
直
木
「
森
と
社
と
宮
」（
同
『
直
木
孝
次
郎
古
代
を
語
る
４

伊
勢
神
宮
と
古
代
の
神
々
』〈
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
九
年
〉

初
出
一
九
五
八
年
）

（
１５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）』
七
巻
四
九
四
ペ
ー
ジ
の

意
。
以
下
同
じ
。

（
１６
）
皆
川
完
一
「
光
明
皇
后
願
経
五
月
一
日
経
の
書
写
に
つ
い

て
」（
同
『
正
倉
院
文
書
と
古
代
中
世
史
料
の
研
究
』〈
吉
川
弘

文
館

二
〇
一
二
年
〉
初
出
一
九
六
二
年
）、
山
下
有
美
「
勅

旨
写
一
切
経
所
に
つ
い
て
」（
同
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の

研
究
』〈
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
年
〉
初
出
一
九
九
六
年
）

な
ど

（
１７
）
丹
裹
文
書
お
よ
び
続
々
修
四
七
│
五
に
あ
わ
せ
て
六
断
簡
が

存
在
。
こ
の
文
書
の
近
年
の
研
究
と
し
て
栄
原
永
遠
男

「『
種
々
収
納
銭
注
文
』
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」（
中
尾
芳

治
編
『
難
波
宮
と
古
代
都
城
』
同
成
社

二
〇
二
〇
年
）

（
１８
）
直
木
「
宇
佐
八
幡
と
東
大
寺
の
関
係
」（
同
『
奈
良
時
代
史

の
諸
問
題
』〈
塙
書
房

一
九
六
八
年
〉
初
出
一
九
五
五
年
）

（
１９
）
栄
原
永
遠
男
「
難
波
之
時
御
願
大
般
若
経
に
つ
い
て
」（
同

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』〈
塙
書
房

二
〇
〇
三
年
〉
初
出

一
九
八
五
年
）

（
２０
）
山
下
有
美
注
（
１６
）
論
文
は
こ
の
一
切
経
を
い
わ
ゆ
る
後
写

一
切
経
と
推
定
し
た
。
東
大
寺
写
経
所
で
書
写
さ
れ
た
貴
重
な

一
切
経
が
八
幡
神
に
奉
請
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

（
２１
）
鷺
森
『
藤
原
仲
麻
呂
と
道
鏡
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
二
〇
年

（
２２
）
『
類
聚
三
代
格
』
二
に
も
こ
れ
を
含
ん
だ
同
日
太
政
官
符
が

収
録
さ
れ
る

（
２３
）
平
野
『
和
気
清
麻
呂
』
吉
川
弘
文
館

一
九
六
四
年

（
２４
）
鷺
森
「
早
良
親
王
・
桓
武
天
皇
と
僧
・
文
人
」（
栄
原
永
遠

男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺
の
新
研
究
２
歴
史
の
な

か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館

二
〇
一
七
年
）

（
２５
）
『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一
〇
（
八
三
三
）
年
四
月
五
日
条
│

仁
明
天
皇
即
位

文
徳

嘉
祥
三
年
八
月
二
三
日
条
│
文
徳

三
代

貞
観
一
年
三
月
一
日
条
│
清
和

元
慶
一
年
二
月
二
一

日
条
│
陽
成
即
位

（
２６
）
佐
紀
盾
列
古
墳
群
に
つ
い
て
、
今
尾
文
昭
『
ヤ
マ
ト
政
権
の

一
大
勢
力

佐
紀
古
墳
群
』（
新
泉
社

シ
リ
ー
ズ
「
遺
跡
を

学
ぶ
」
二
〇
一
四
年
）

本
研
究
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